
基本理念と基本目標第３章

１　基本理念

『みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり』

私たちはこの北九州市を、子どもから高齢者まで、障害のあるなしに関わらず、
誰もが住み慣れたところで安心して生活できるまちにしたいと願っています。
そのためには、個人の生きがいや価値観を尊重しながら、身近な地域の中で人と
人のふれあいを深め、日常生活の様々な場面で、あたり前のこととしてお互いの支
え合いが行われていくことが大切だと考えています。
また、地域住民や公私の福祉関係者、保健・医療、教育、労働などの関係機関・
団体がともに力を合わせ、私たちの日常を支えるものであってほしいと思います。
そこで、私たちが取り組むこれからのまちづくりを「住民主体」・「地域共生社
会とSDGsの実現」の考え方を基礎として、「みんなが安心して暮らせる支え合い
のまちづくり」という言葉で表し、この計画の基本理念にします。

２　基本目標

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めるため、３つの基本
目標を定めました。

基本目標 Ⅰ みんなが参加できる地域づくり
　～多様な地域福祉の担い手を育もう～

基本目標 Ⅱ 誰も取り残さない地域づくり
　～一人ひとりの暮らしを支えよう～

基本目標 Ⅲ オール北九州で取り組む地域づくり
　～課題解決に向けた体制・ネットワークをつくろう～
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第六次計画の課題を踏まえた第７次計画への反映についてのイメージ

第六次計画の課題 第7次計画へ反映させる要素

３　前計画の総括

前計画の評価については、本計画の策定作業と並行して進める必要があることか
ら、計画期間の最終年度（令和７年度）における実績が反映しきれないタイミング
での評価となっています。そのため、４年目までの総括として位置づけ、最終的な
評価は令和８年度に市社協の常設委員会である総合企画委員会に報告することにし
ています。
第六次計画期間中には新型コロナウイルス感染症の影響もあり、研修・講演の受
講者数、連絡調整会議の開催、社会福祉施設との連携した取組みなど、一部におい
て目標達成が困難な状況が生じました。これらの指標については、感染症拡大防止
の観点から活動制限が不可避であったことを踏まえ、単純な達成度のみで評価する
のではなく、活動継続の工夫やオンライン化などの取組みのプロセスといった定性
的な観点も加味して総合的に評価したいと思います。
一方で、小地域福祉活動計画の推進校(地)区数や災害ボランティアの登録者数など
目標値を大きく上回る取組みもありました。計画の推進については、コロナ禍を契機
として地域課題が顕在化したことや、区社協職員による地域に寄り添った支援が充実
したことを背景に、推進校区数が大きく増加したものと考えられます。また、災害ボ
ランティアの登録者数の増加は、社会的な防災意識が高まったことや、実際に災害が
起きたことで我が事と捉える人が増えたことによるものと考えられます｡
なお、第六次計画の取組みを通じて明らかになった課題は本計画に反映し、今後
５年間の取組みの中で引き続き推進していきます。

● 属性を問わない情報提供の在り方や戦略的な情報発信
● 福祉について学ぶ機会や活動参加の機会の提供
● 誰でも参加できる環境の整備

● 活動者の負担軽減に向けた仕組み・地域づくり
● 複雑・多様化する困りごとへの対応
● 平時からのつながりを深め、災害時の支援体制などの
充実を図る

● 福祉の分野を超えた連携・協働の推進
● 活動を支える財源や人材確保などの基盤強化
● 将来を見据えた検証や協議
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● SNSなどの環境を活かしきれ
ず、より多くの方へ情報を届け
られていない

● 研修受講者などが活動の担い手
としてつながらず、新たな活動
者の確保が困難

● 活動者の人手不足や負担の偏り
● 複雑・多様化する困りごとを抱
えた人の顕在化

● 近年多発する災害への不安と地
域での防災体制の更なる充実

● 様々な困りごとに対応するため
の連携・協働の更なる充実

● 各組織の人材不足などによる継
続的な活動の展開への懸念
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３　取組みの基本方針

基本目標 Ⅰ みんなが参加できる地域づくり
　～多様な地域福祉の担い手を育もう～

● 困る前からつながっておく、困ったときに「助けて」と言える関係性を築きます。
● 身近な地域で気づき（見守り）、解決に向けた話し合いや助け合いを通じ、住民同士が寄
り添い、気にかけ合う地域を育みます。

● 誰もが必要なときに支援を受けられ、また地域の一員として自立と尊厳が尊重される体制
を整えます。

● 平時・災害時ともにつながりによる安心が感じられる地域をつくります。
これらに基づく活動を通じ、

「困りごとを抱える人を地域全体で見守り、
　　　　　　平時もいざという時も安心して暮らせるしくみ」を目指します。

基本目標 Ⅱ 誰も取り残さない地域づくり
　～一人ひとりの暮らしを支えよう～

● 地域住民、関係機関・団体、企業、行政など、福祉にとどまらない多様な主体がチームと
なり、それをつなぐハブとして社協が機能します。

● ネットワーク構築や基盤強化を通じて、点の活動を線や面につないでいきます。
● 持続可能な地域づくりのために専門性の向上や未来にむけた協議を行います。
これらに基づく活動を通じ、

「地域の力と専門職の知を結集し、
　　　　　　　　　　　北九州全体で持続可能な福祉のまち」を目指します。

基本目標 Ⅲ オール北九州で取り組む地域づくり
　～課題解決に向けた体制・ネットワークをつくろう～
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● 福祉は特別な人のものではなく、全ての住民のくらしに関わっていることを示します。
● 自分の興味・関心から関わることで人が育ち、地域福祉活動への参加機会が増えていく、
という流れを循環させていきます。

● 誰もが安心して一歩を踏み出せるよう、参加しやすい環境づくりを進めます。
● 一人ひとりが「支え手」であり「支えられる側」にもなれる地域を目指します。
これらに基づく活動を通じ、

「福祉を自分ごととして考え、誰もが役割を持ち、
　　　　　　　　　　　　　参加できる地域共生社会の実現」を目指します。
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Ⅰ

北九州市地域福祉活動第７次計画体系図
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基本項目

❶福祉への理解・関心を高める
（広報・啓発）

❷地域福祉を支える人を育てる
（人材確保・育成・定着）

❸参加のきっかけづくり
（社会参加・つながりづくり）

～多様な地域福祉の
　　　担い手を育もう～

Ⅱ
誰も取り残さない
地域づくり

❶小地域福祉活動の活性化
（身近な地域づくり）

❷困った時の相談・支援
（個別支援）

❸災害に備えた体制づくり
（防災・減災の取組み）

～一人ひとりの　　　　　
暮らしを支えよう～

Ⅲ
オール北九州で
取り組む地域づくり

❶様々な困りごとに寄り添う体制・
ネットワークづくり（多機関協働）

❷基盤強化に向けた取組み
（財源確保・各組織の拡充）

❸未来を見据えた協議
（調査・研究・提言）

～課題解決に向けた体制・
　　ネットワークをつくろう～
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３　取組みの基本方針

基本目標 Ⅰ みんなが参加できる地域づくり
　～多様な地域福祉の担い手を育もう～

● 困る前からつながっておく、困ったときに「助けて」と言える関係性を築きます。
● 身近な地域で気づき（見守り）、解決に向けた話し合いや助け合いを通じ、住民同士が寄
り添い、気にかけ合う地域を育みます。

● 誰もが必要なときに支援を受けられ、また地域の一員として自立と尊厳が尊重される体制
を整えます。

● 平時・災害時ともにつながりによる安心が感じられる地域をつくります。
これらに基づく活動を通じ、

「困りごとを抱える人を地域全体で見守り、
　　　　　　平時もいざという時も安心して暮らせるしくみ」を目指します。

基本目標 Ⅱ 誰も取り残さない地域づくり
　～一人ひとりの暮らしを支えよう～

● 地域住民、関係機関・団体、企業、行政など、福祉にとどまらない多様な主体がチームと
なり、それをつなぐハブとして社協が機能します。

● ネットワーク構築や基盤強化を通じて、点の活動を線や面につないでいきます。
● 持続可能な地域づくりのために専門性の向上や未来にむけた協議を行います。
これらに基づく活動を通じ、

「地域の力と専門職の知を結集し、
　　　　　　　　　　　北九州全体で持続可能な福祉のまち」を目指します。

基本目標 Ⅲ オール北九州で取り組む地域づくり
　～課題解決に向けた体制・ネットワークをつくろう～
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● 福祉は特別な人のものではなく、全ての住民のくらしに関わっていることを示します。
● 自分の興味・関心から関わることで人が育ち、地域福祉活動への参加機会が増えていく、
という流れを循環させていきます。

● 誰もが安心して一歩を踏み出せるよう、参加しやすい環境づくりを進めます。
● 一人ひとりが「支え手」であり「支えられる側」にもなれる地域を目指します。
これらに基づく活動を通じ、

「福祉を自分ごととして考え、誰もが役割を持ち、
　　　　　　　　　　　　　参加できる地域共生社会の実現」を目指します。
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４　体系図の相関イメージ

基本目標 Ⅰ

基本目標 Ⅱ

基本目標 Ⅲ

必要な時に適切な支援を

持続可能な地域づくり

有
事
だ
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で
な
く
平
時
か
ら
も
安
心
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性
を
共
有
し
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多
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主
体
が
チ
ー
ム
と
し
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連
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地
域
全
体
で
見
守
る

将
来
を
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た
継
続
性
な
ど
の
体
制
の
強
化

地域福祉を支える
人を育てる

福祉への理解・
関心を高める

参加の
きっかけづくり

困った時の
相談・支援

災害に備えた
体制づくり

基盤強化に
向けた取組み

未来を
見据えた協議

知りたい

学びたい 参加したい

参加の入り口は
どこからでも

みんなが参加できる地域づくり

誰も取り残さない地域づくり

小地域福祉活動
の活性化

様々な困りごとに寄り添う
体制・ネットワークづくり

オール北九州で取り組む地域づくり

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」
「地域共生社会」と「SDGs」の実現へ基本理念
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